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開議 午前１０時００分 

────────────────────────────────────────────────────── 

○中野委員長 これより、議会運営委員会を開会させていただきます。 

 本日は、全員の出席でございます。 

 ここで、この後の協議のため、無所属議員を委員外議員として出席を求めることでよろしいでし

ょうか。 

（「はい」の声あり） 

○中野委員長 暫時休憩いたします。 

 休憩 午前１０時０１分 

────────────────────────────────────────────────────── 

 再開 午前１０時０２分 

○中野委員長 再開させていただきます。 

 なお、無所属安田議員から欠席する旨の届出があり、協議事項についての意向は事前に伺ってい

ることを報告させていただきます。 

 それでは、協議事項の１点目、令和６年第１回定例会の運営についてでございます。 

 協議事項に入る前に、令和５年１２月１８日の議会運営委員会での協議におきまして、議席の一

部を変更することを決定していることから、２月２０日の本会議開会時においては、関係する議員

は、変更後の議席に着席することとさせていただきますので、御承知おき願いたいと思います。ま

た、会派所属議員にもその旨周知をお願いしたいというふうに思います。 

 それでは、（１）市長提出議案のうち配付済みのものについて、理事者からそれぞれ説明をお願

いいたします。 

○和田総務部長 令和６年第１回定例市議会を２月２０日開会ということで、昨日、招集告示をさ

せていただきましたので、議案につきまして御説明を申し上げます。 

 今回提出いたしました議案は、議決案件として、令和５年度各会計補正予算が９会計、令和６年

度各会計予算が１１会計、条例の制定が３９件、損害賠償の額を定めることが２件、指定管理者の

指定が１２件、包括外部監査契約の締結、市道路線の廃止及び認定が各１件並びに報告案件が３件

の合わせて７９件でございます。 

 議案第１号から議案第９号までの令和５年度各会計補正予算及び議案第２８号から議案第３８号

までの令和６年度各会計予算につきましては、後ほど総合政策部長から御説明をさせていただきま

す。 

 議案第１０号から議案第１３号までにつきましては、いずれも条例の制定についてでございます。 

 議案第１０号につきましては、組織機構の効率化等を図るため、組織機構の再編を行うとともに、

所要の規定を整備しようとするものでございます。 

 議案第１１号につきましては、戸籍法の一部改正に伴い、広域交付戸籍及び戸籍電子証明書に係

る交付手数料を新設するとともに、指定介護療養型医療施設指定更新申請手数料を廃止し、建築物

のエネルギー消費性能の向上に関する法律の一部改正に伴い、引用条項を整備するほか、建築基準

法施行令の一部改正に伴い、既存建築物の接道義務及び道路内建築制限に関する適用除外の特例認

定に係る申請手数料を新設しようとするものでございます。 
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 議案第１２号につきましては、農業の振興に関する事業に必要な経費の財源に充てるため、基金

を設置しようとするものでございます。 

 議案第１３号につきましては、空家等対策の推進に関する特別措置法の一部改正に伴い、管理不

全空家等が新設され、空家等に関する報告徴収規定が追加されたことに伴う規定のほか、引用条項

を整備しようとするものでございます。 

 議案第１４号及び議案第１５号につきましては、いずれも損害賠償の額を定めることについてで

ございます。議案第１４号につきましては、交通事故による損害賠償として、２１０万８千７０７

円を相手方に賠償しようとするものでございます。議案第１５号につきましては、旭川市末広公民

館講堂内における卓球台が倒れたことに伴う人身事故による損害賠償として、５０２万円を相手方

に賠償しようとするものでございます。 

 議案第１６号から議案第２７号までにつきましては、いずれも指定管理者の指定についてでござ

います。議案第１６号は、旭川市緑が丘地域活動センターの指定管理者に一般社団法人旭川緑が丘

スポーツクラブを、議案第１７号は、旭川市総合体育館の指定管理者に公益財団法人旭川市スポー

ツ協会を、議案第１８号は、都市公園のうち、総合公園及び運動公園の指定管理者に公益財団法人

旭川市公園緑地協会を、議案第１９号及び議案第２０号は、都市公園のうち、運動公園、街区公園、

近隣公園、地区公園及び都市緑地の指定管理者に株式会社旭川公園管理センターを、議案第２１号

は、都市公園のうち、近隣公園、地区公園、特殊公園及び都市緑地の指定管理者に、議案第２２号

は、都市公園のうち、都市緑地の指定管理者に、いずれも公益財団法人旭川市公園緑地協会を、議

案第２３号は、都市公園のうち、運動公園、近隣公園及び都市緑地の指定管理者にグリーンテック

ス株式会社を、議案第２４号は、都市公園のうち、都市緑地の指定管理者に特定非営利活動法人も

りねっと北海道を、議案第２５号は、都市公園のうち、運動公園、地区公園及び都市緑地の指定管

理者にあさひかわ北彩都ガーデン等グループ共同事業体を、議案第２６号は、旭川市春光台公民館

の指定管理者に旭川市春光台公民館運営理事会を、議案第２７号は、井上靖記念館の指定管理者に

特定非営利活動法人旭川文学資料友の会を、それぞれ指定し、いずれも令和６年４月１日から令和

１１年３月３１日までの５年間、その管理を行わせようとするものでございます。 

 議案第３９号から議案第７３号までにつきましては、いずれも条例の制定についてでございます。

議案第３９号と、５つ飛びまして、議案第４５号から議案第５３号まで、２つ飛びまして、議案第

５６号から議案第６２号まで、１つ飛びまして、議案第６４号から議案第６６号まで、３つ飛びま

して、議案第７０号につきましては、介護サービス事業、障害福祉サービス事業等に関する基準を

定める関係省令等の一部改正等に伴いまして、所要の規定を整備しようとするものでございます。 

 議案番号を戻りまして、議案第４０号につきましては、旭川市新型コロナウイルス感染症対策基

金を廃止しようとするものでございます。 

 議案第４１号につきましては、地方自治法の一部改正に伴い、引用条項を整備しようとするもの

でございます。 

 議案第４２号につきましては、消防法施行令の一部改正に伴い、建築基準法における特定主要構

造部の新設に伴う規定を整備しようとするものでございます。 

 議案第４３号につきましては、地方公共団体の手数料の標準に関する政令の一部改正に伴い、浮

き屋根式特定屋外タンク貯蔵所等の設置許可に係る手数料を改定するほか、手数料の免除に関する
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規定を整備しようとするものでございます。 

 議案第４４号につきましては、印鑑登録証明の申請に係る規定の整備をするほか、所要の規定を

整備しようとするものでございます。 

 議案第５４号につきましては、国民健康保険法の一部改正に伴い、退職被保険者等の経過措置等

に係る規定の整備をするとともに、国民健康保険法施行令の一部改正に伴い、後期高齢者支援金等

賦課限度額及び保険料の軽減基準の算定に係る基準を引き上げようとするほか、所要の規定を整備

しようとするものでございます。 

 議案第５５号につきましては、令和６年度から令和８年度までの保険料率、基準所得金額及び保

険料率の算定に関する基準の特例に係る規定を整備しようとするものでございます。 

 議案第６３号につきましては、動物の愛護及び管理に関する法律に基づく動物の不適正飼養者に

対する立入り検査等の権限が北海道から本市に移譲されることに伴い、動物愛護管理員及び動物愛

護指導員に係る規定を整備するほか、所要の規定を整備しようとするものでございます。 

 議案第６７号につきましては、建築基準法及び建築基準法施行令の一部改正に伴い、特定主要構

造部の新設に伴う基準の緩和及び建築副主事の新設に伴う認定等に係る規定を整備するとともに、

既存建築物の接道義務及び道路内建築制限に関する適用除外の特例認定に係る手続規定を追加する

ほか、所要の規定を整備しようとするものでございます。 

 議案第６８号につきましては、道路法施行令の一部改正に伴い、占用料を整備しようとするもの

でございます。 

 議案第６９号につきましては、水道法の一部改正に伴い、水道の整備及び管理に係る事務に関す

る権限の一部が、厚生労働大臣から国土交通大臣に移管されることに伴う規定を整備するほか、所

要の規定を整備しようとするものでございます。 

 議案第７１号につきましては、旭川市立雨紛保育所を廃止しようとするものでございます。 

 議案第７２号につきましては、児童福祉法の一部改正に伴い、引用条項を整備しようとするもの

でございます。 

 議案第７３号につきましては、旭川市いじめ防止等連絡協議会の庶務を担当する部を、学校教育

部からいじめ防止対策推進部に変更しようとするものでございます。 

 議案第７４号につきましては、包括外部監査契約の締結でございまして、１千２００万円を上限

とする金額で、前田敬洋氏と契約を締結しようとするものでございます。 

 議案第７５号及び議案第７６号につきましては、市道路線について、１路線を廃止し、３路線を

認定しようとするものでございます。 

 報告第１号につきましては、交通事故による損害賠償の額を定めることについてでございまして、

整理番号１につきましては、２０万８千９６７円を１月１９日に、整理番号２につきましては、４

７万８千６３２円を１月２９日に、損害賠償の額として、それぞれ専決処分をさせていただいたも

のでございます。 

 報告第２号につきましては、市営住宅の明渡し並びに滞納している家賃及び明渡し期限の翌日か

ら明渡し済みまでの損害金の支払い等を求める訴えの提起についてでございまして、当該市営住宅

の家賃を滞納している相手方に対する訴えの提起について、１月２４日に専決処分をさせていただ

いたものでございます。 
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 報告第３号につきましては、変更契約の締結でございまして、整理番号１につきましては、（仮

称）旭川市リサイクルセンター（Ｂ）新築工事の契約金額を７億１千７１９万３千７１７円から７

億１千８１９万１千１７４円に、整理番号２につきましては、（仮称）旭川市リサイクルセンター

新築機械設備工事の契約金額を２億４千３０４万６千８８６円から２億４千３４０万３千６１３円

に、それぞれ増額することについて、いずれも１月１６日に専決処分をさせていただいたものでご

ざいます。 

 最後に、先議についてのお願いでございます。議案第１０号から議案第１３号までの条例の制定、

議案第１４号及び議案第１５号までの損害賠償の額を定めること並びに議案第１６号から議案第２

７号までの指定管理者の指定につきましては、事前の準備作業がありますことから、その取扱いに

つきましては、議案第１号から議案第９号までの令和５年度各会計補正予算と併せまして、御先議

くださいますようお願いを申し上げます。 

 以上、よろしくお願い申し上げます。 

○熊谷総合政策部長 初めに、議案第１号から議案第９号までの令和５年度各会計補正予算につき

まして、補正予算書に基づいて御説明申し上げます。 

 まず、１ページを御覧ください。議案第１号、令和５年度旭川市一般会計補正予算につきまして

は、歳入歳出予算の総額に、それぞれ１２０億６千１０６万５千円を追加するものでございます。

その内容といたしましては、ページ飛びまして、２３ページから３２ページまでの事項別明細書、

歳出にお示しいたしておりますように、２３ページの２款総務費では、国際交流活動基金積立金な

ど１３事業で５億１千３８７万５千円、２４ページの３款民生費では、社会福祉事業基金積立金な

ど４５事業で３２億１千７７１万７千円、ページ飛んで、２７ページの４款衛生費では、母子保健

衛生費国庫補助金償還金など２０事業で１２億７４８万８千円、ページ飛んで、２９ページの６款

農林水産業費では、スマート農業・省力化技術導入支援費など６事業で５千１６２万３千円、７款

商工費では、デザイン振興基金積立金など４事業で１千６１０万７千円、８款土木費では、人や街

にやさしいあかり環境推進費など９事業で６億７千４４８万３千円、３０ページの９款消防費では、

総合防災センター管理費など２事業で９２８万２千円、３１ページの１０款教育費では、給食施設

整備費など２３事業で６０億１千３８１万３千円、３２ページの１３款職員費では、給料及び諸手

当で３億５千６６７万７千円をそれぞれ追加するものでございます。これらの財源につきましては、

ページ戻っていただき、１７ページから２２ページまでの歳入にお示しいたしておりますように、

１７ページの７款地方交付税で８億８千３９５万１千円、１７款国庫支出金で３３億１千７００万

１千円、１９ページの１８款道支出金で２億１千６８６万２千円、２０ページの１９款財産収入で

２１万９千円、２０款寄附金で３億３千７８万４千円、２１ページの２１款繰入金で１９億１千９

０５万１千円、２２款繰越金で７億２千４０７万７千円、２３款諸収入で３２５万１千円、２４款

市債で４６億６千５８６万９千円をそれぞれ追加するものでございます。 

 ページ戻っていただきまして、３ページ下段から５ページ上段までの第２表、繰越明許費補正で

は、中心市街地活性化推進費など３１件を繰越明許費として追加するものでございます。 

 ５ページ下段から７ページまでの第３表、債務負担行為補正では、侵入警戒センサー整備工事費

など２６の事項について、債務負担行為を追加し、旭川市障害者総合相談支援センター運営業務委

託料など５つの事項について、限度額または期間の変更を行うものでございます。 
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 ８ページの第４表、地方債補正では、水道事業会計出資債を追加し、道路橋りょう整備事業など

５件の限度額を変更するものでございます。 

 次に、９ページを御覧ください。議案第２号、令和５年度旭川市国民健康保険事業特別会計補正

予算につきましては、歳入歳出予算の総額にそれぞれ１億６千３２万２千円を追加するものでござ

います。その内容といたしましては、ページ飛んでいただき、４２ページの事項別明細書、歳出に

お示しいたしておりますように、２款保険給付費では、一般被保険者高額療養費など２事業で１億

４千７４３万円、６款保健事業費では、特定健康診査等事業費で１千２８９万２千円をそれぞれ追

加するものでございます。これらの財源につきましては、４１ページの歳入にお示しいたしており

ますように、３款道支出金で１億５千３７２万６千円、５款繰入金で６５９万６千円をそれぞれ追

加するものでございます。また、ページ戻っていただき、１０ページの第２表、債務負担行為補正

では、ＳＭＳ送信サービス利用料について債務負担行為を追加するものでございます。 

 次に、１１ページを御覧ください。議案第３号、令和５年度旭川市動物園事業特別会計補正予算

につきましては、歳入歳出予算の総額にそれぞれ２億５千４７０万４千円を追加するものでござい

ます。その内容といたしましては、ページ飛んでいただき、４４ページ下段の事項別明細書、歳出

にお示しいたしておりますように、１款総務費の旭山動物園施設整備基金積立金で２億５千４７０

万４千円を追加するものでございます。この財源につきましては、上段の歳入にお示しいたしてお

りますように、４款寄附金で同額を追加するものでございます。また、ページ戻っていただき、１

２ページの第２表、債務負担行為では、園内管理及び案内業務委託料など３つの事項について債務

負担行為を設定するものでございます。 

 次に、１３ページを御覧ください。議案第４号、令和５年度旭川市公共駐車場事業特別会計補正

予算につきましては、歳入歳出予算の総額にそれぞれ１６２万７千円を追加するものでございます。

その内容といたしましては、再びページ飛んでいただき、４６ページ下段の事項別明細書、歳出に

お示しいたしておりますように、１款事業費に、公共駐車場運営費で１６２万７千円を追加するも

のであります。この財源につきましては、上段の歳入にお示しいたしておりますように、４款繰入

金で１千２０万円を追加し、１款事業収入で８５７万３千円を減額するものでございます。また、

ページ戻っていただき、１３ページ下段の第２表、債務負担行為では、旭川駅前広場駐車場運営業

務委託料について債務負担行為を設定するものでございます。 

 次に、１４ページを御覧ください。議案第５号、令和５年度旭川市育英事業特別会計補正予算に

つきましては、歳入歳出予算の総額にそれぞれ３７１万２千円を追加するものでございます。その

内容といたしましては、再びページ飛んでいただき、４８ページ下段の事項別明細書、歳出にお示

しいたしておりますように、１款育英費の育英資金貸付金及び入学仕度金貸付金で３７１万２千円

を追加するものでございます。この財源につきましては、上段の歳入にお示しいたしておりますよ

うに、３款繰入金で同額を追加するものでございます。 

 次に、ページ戻って、１５ページを御覧ください。議案第６号、令和５年度旭川市介護保険事業

特別会計補正予算につきましては、歳入歳出予算の総額にそれぞれ５億４千９１８万３千円を追加

するものでございます。その内容といたしましては、ページ飛んでいただき、５１ページから５２

ページまでの事項別明細書、歳出にお示しいたしておりますように、２款保険給付費では、居宅介

護サービス給付費など２事業で５億７３９万３千円、５２ページの３款地域支援事業費では、介護
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予防・生活支援サービス事業費など３事業で４千１７９万円をそれぞれ追加するものでございます。

これらの財源につきましては、４９ページから５０ページまでの歳入にお示しいたしておりますよ

うに、２款国庫支出金で１億４千９４０万８千円、３款支払基金交付金で１億４千５８７万７千円、

４款道支出金で６千９２４万８千円、６款繰入金で１億８千４６５万円をそれぞれ追加するもので

ございます。 

 次に、議案第７号、令和５年度旭川市水道事業会計補正予算につきましては、５５ページの実施

計画にお示しいたしておりますように、資本的収入で６億３千５２３万円、資本的支出で６億３千

５２４万４千円をそれぞれ追加するものでございます。 

 また、５３ページの債務負担行為では、給水装置等管理業務委託料など４つの事項について債務

負担行為を追加するものでございます。そのほか、関係条文につきましても併せて整備するもので

ございます。 

 次に、議案第８号、令和５年度旭川市下水道事業会計補正予算につきましては、５９ページの実

施計画にお示しいたしておりますように、下水道事業収益で１４万円、下水道事業費用で１千３６

８万６千円をそれぞれ減額し、資本的収入で３億８千６６万１千円、資本的支出で４億１千１００

万円をそれぞれ追加するものでございます。 

 また、５８ページの債務負担行為では、下水道事業維持管理業務委託料など３つの事項について

債務負担行為を追加するものでございます。そのほか、関係条文につきましても併せて整備するも

のでございます。 

 最後に、議案第９号、令和５年度旭川市病院事業会計補正予算につきましては、６３ページの実

施計画にお示しいたしておりますように、病院事業収益で１億４６４万円、病院事業費用で１千５

１９万４千円、資本的収入で１２８万５千円をそれぞれ追加するものでございます。 

 また、６２ページの債務負担行為では、令和６年度分医療廃棄物運搬及び処分業務等委託料など

３つの事項について債務負担行為を追加するものでございます。そのほか、関係条文につきまして

も併せて整備するものでございます。 

 続きまして、議案第２８号から議案第３８号までの令和６年度各会計予算について、一括して御

説明申し上げます。 

 令和６年度各会計予算書の最初のページの総括表を御覧ください。 

 まず、一般会計の当初予算額でございますが、１千７１５億７千万円で、前年度当初予算と比較

して１．４％の増となっております。一般会計につきましては、歳入歳出予算のほか、債務負担行

為が新規３６件、変更２件、地方債については２５件をそれぞれ定めようとするものでございます。

また、一時借入金の最高額については、２００億円にしようとするものでございます。 

 次に、特別会計につきましては、企業会計を含め、国民健康保険事業など１０会計の合計で１千

２６４億５千９８７万６千円で、２．２％の増となっております。各特別会計につきましては、歳

入歳出予算のほか、介護保険事業で債務負担行為を定めようとするものでございます。 

 また、水道事業、下水道事業、病院事業の各企業会計につきましては、業務の予定量など関係条

文も併せて定めようとするものでございます。 

 最後に、総括表の一番下になりますが、一般会計と特別会計を合わせた合計では、２千９８０億

２千９８７万６千円で１．７％の増となったところでございます。 
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 令和６年度各会計予算の概要でございます。 

 以上、よろしくお願い申し上げます。 

○中野委員長 ただいま、理事者からそれぞれ説明がございました。ここで、特に、各委員から発

言ありますでしょうか。 

（「なし」の声あり） 

○中野委員長 それでは、説明を受けたということにとどめたいと思います。 

 次に、協議事項の（２）追加提出予定のものについて、理事者から説明をお願いいたします。 

○和田総務部長 追加を予定しております議案につきましては、固定資産評価審査委員会委員の選

任及び人権擁護委員の推薦の２件でございます。 

 固定資産評価審査委員会委員の選任につきましては、穴口昭三氏、石田純枝氏、岡﨑幸治氏、髙

波澄子氏の４名の方々が、本年４月１３日をもってそれぞれ任期満了となることによるもの、また、

人権擁護委員の推薦につきましては、荒木関栄氏、川西康夫氏、戸嶋千里氏、水口正博氏の４名の

方々が、本年９月３０日をもってそれぞれ任期満了となることによるもの及び谷川英俊氏が令和５

年８月２８日に御逝去をされたことによるものでございます。 

 以上、よろしくお願い申し上げます。 

○中野委員長 ただいま、追加提出予定のものについて理事者から説明がございました。ここで、

特に、各委員から発言ありますでしょうか。 

（「なし」の声あり） 

○中野委員長 それでは、従来どおり各派会長会議で協議すること及び本会議直接審議とし、会期

末の本会議で扱うことでよろしいでしょうか。 

（「はい」の声あり） 

○中野委員長 それでは、そのように扱うこととさせていただきます。 

 次に、協議事項の（３）議会提出議案についてであります。アの請願・陳情議案の委員会付託に

ついて、イの請願・陳情議案の審査結果報告について、ウの旭川市議会委員会条例の一部を改正す

る条例の制定について、それぞれ事務局から説明をお願いいたします。 

○林上議会事務局次長 アの請願・陳情議案の委員会付託についてでありますが、２月８日現在、

陳情を２件受理しております。陳情第３号の旭川市いじめ防止基本方針と旭川市いじめ防止対策推

進条例の改正を求めることについて及び陳情第４号の旭川市いじめ防止基本方針と旭川市いじめ防

止対策推進条例の改正を求めることについてにつきましては、いずれも子育て文教常任委員会に付

託になろうかと思います。御了承いただければ、２月２０日の本会議で、その手続を取ることとな

ります。 

 次に、イの請願・陳情議案の審査結果報告につきましては、現在のところ、結論の出たものはご

ざいませんが、今後、結論が出た場合は、取扱いの時期等につきまして、改めて御協議いただきた

いと思います。 

 次に、ウの旭川市議会委員会条例の一部を改正する条例の制定につきましては、旭川市事務分掌

条例の一部を改正する条例の制定についての審議の推移を見ながら、改めて取扱いを御協議いただ

くことになろうかと思います。 

 以上でございます。 
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○中野委員長 まず、ア及びイについてであります。事務局説明のとおりでよろしいでしょうか。 

（「はい」の声あり） 

○中野委員長 それでは、そのとおり扱うこととさせていただきます。 

 次に、ウについては、代表者会議で協議の上、改めて議会運営委員会で扱うこととさせていただ

きたいと思いますが、よろしいでしょうか。 

（「はい」の声あり） 

○中野委員長 それでは、そのとおり扱うこととさせていただきます。 

 次に、エの議員行政調査派遣についてであります。令和６年度の議員行政視察の実施分につきま

しては、今定例会中に議員派遣の議決が必要であります。委員会提出として議案化し、最終の議会

運営委員会で扱うこととさせていただいてよろしいでしょうか。 

（「はい」の声あり） 

○中野委員長 それでは、そのように扱うこととさせていただきます。 

 次に、オの意見書・決議案についてであります。事前に、民主連合から４件、共産から３件、合

計７件の提案があったので、文案を配付させていただいております。これ以外に提案予定の会派は

ございますでしょうか。 

（「なし」の声あり） 

○中野委員長 それでは、調整につきましては、従来どおり代表者会議で行うこととさせていただ

きます。 

 次に、（４）議案の審議方法についてでございます。アの令和６年度各会計予算と関連議案及び

単独議案についてであります。こちらは、特別委員会付託ということになります。付託議案につき

ましては、議案第２８号ないし議案第７４号の以上４７件、名称につきましては、予算等審査特別

委員会、構成は、議長を除く全議員３３名ということになります。正副委員長についてであります

が、各会派及び無所属に、正副委員長の希望についてお伺いをしていきたいと思います。 

○高橋ひでとし委員（自民会議） 相談に応じます。 

○塩尻委員（民主連合） 相談に乗りたいと思います。 

○高花委員（公明党） 相談に乗れません。 

○石川厚子委員（共産） 希望しません。 

○上野委員（無党派Ｇ） 希望いたしません。 

○横山委員外議員（無所属） 希望しません。 

○中野委員長 それでは、ただいま、自民会議、民主連合から相談に応じるという御発言がありま

したので、両会派で調整をお願いしたいというふうに思います。届出の時期につきましては、日程

のところで確認をさせていただきます。設置の時期につきましては、同じく日程のところで確認を

させていただきます。分科会の設置数は２分科会とさせていただきます。分科会の名称については、

総務経済建設分科会、民生子育て文教分科会とさせていただきます。分科会の構成について、総務

経済建設分科会は、総務、経済建設両常任委員会委員、民生子育て文教分科会は、民生、子育て文

教両常任委員会委員とさせていただきます。ただし、予算等審査特別委員会委員長は除くこととさ

せていただきたいと思います。次に、分科会正副委員長について、各常任委員会正副委員長の輪番

制でございますが、今回は、経済建設、子育て文教両常任委員会の正副委員長とさせていただきま



- 9 - 

す。分科会審査分担事項については、各常任委員会所管別とし、別紙、分担一覧のとおりとさせて

いただきます。なお、一般会計予算につきましては、後日の議会運営委員会で協議することとさせ

ていただきたいと思います。次に、特別委員会及び分科会の審査日程についてであります。これに

つきましても、日程のところで確認をさせていただきます。次に、特別委員会及び分科会の開催場

所について、予算等審査特別委員会は議場、総務経済建設分科会は第１委員会室、民生子育て文教

分科会は第２委員会室とさせていただきたいと思います。それぞれよろしいでしょうか。 

（「はい」の声あり） 

○中野委員長 それでは、そのように扱うこととさせていただきます。 

 次に、イの令和５年度各会計補正予算と関連議案及び単独議案についてであります。議案第１号

ないし議案第２７号の以上２７件につきまして、本会議直接審議または特別委員会付託のどちらに

するか、各会派及び無所属にお伺いをさせていただきたいと思います。 

○高橋ひでとし委員（自民会議） 特別委員会付託が好ましいと思います。 

○塩尻委員（民主連合） 特別委員会を設置しなくてもいいかと思うんですけども、ほかの会派に

合わせたいと思います。 

○高花委員（公明党） 特別委員会設置でいいかと思います。 

○石川厚子委員（共産） 特別委員会設置が望ましいと思います。 

○上野委員（無党派Ｇ） 特別委員会設置が望ましいと思います。 

○横山委員外議員（無所属） 皆さんの御意見に合わせたいと思います。 

○中野委員長 それでは、無所属安田議員からも特別委員会設置でよいということをお伺いしてい

ますので、今回は特別委員会設置というふうになろうかと思います。それでは、特別委員会付託と

なりましたので、付託議案については、議案第１号ないし議案第２７号の以上２７件とさせていた

だきます。なお、付託議案以外の議案第７５号、議案第７６号及び報告第１号ないし報告第３号の

以上５件につきましては、本会議直接審議とさせていただきます。また、報告第１号ないし報告第

３号の以上３件につきましては、従来どおり補正予算等審議の本会議で扱うこここととさせていた

だきたいと思いますが、よろしいでしょうか。 

（「はい」の声あり） 

○中野委員長 それでは、そのように扱うこととさせていただきます。名称については、補正予算

等審査特別委員会とさせていただきます。構成について、委員長案を示すことでよろしいでしょう

か。 

（「はい」の声あり） 

○中野委員長 それでは、全体で１５名という内容になろうかと思います。内訳についてでありま

すが、自民会議５名、民主連合４名、公明党２名、共産２名、無党派Ｇ１名、無所属１名というふ

うになります。正副委員長について、各会派及び無所属に希望をお伺いしていきたいというふうに

思います。 

○高橋ひでとし委員（自民会議） 相談に応じます。 

○塩尻委員（民主連合） 相談に乗りたいと思います。 

○高花委員（公明党） 相談に乗れません。 

○石川厚子委員（共産） 希望しません。 
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○上野委員（無党派Ｇ） 希望しません。 

○横山委員外議員（無所属） 希望しません。 

○中野委員長 それでは、ただいま、自民会議、民主連合から相談に応じるという御発言がござい

ましたので、自民会議、民主連合において調整をお願いしたいというふうに思います。届出は、委

員名の届出と同時とさせていただきたいと思います。次に、委員名の届出について、これにつきま

しては、日程のところで確認をさせていただきます。設置の時期につきましても、同じく日程のと

ころで確認をさせていただきます。委員会の場所についてであります。今後、基本的に補正等の特

別委員会は第１委員会室を使用することとさせていただきますが、今回は、諸般の事情により第２

委員会室を使用することとなりますので、御承知おき願いたいというふうに思います。以上の内容、

よろしいでしょうか。 

（「はい」の声あり） 

○中野委員長 それでは、そのように扱うこととさせていただきます。 

 （５）に移りたいと思います。代表質問についてでございます。時期について、これにつきまし

ても日程のところで確認をさせていただきます。通告についても、同じく日程のところで確認をさ

せていただきたいと思います。時間は、質問のみ４０分というふうになります。回数は、１回とな

ります。人数は、各会派１名、合計５名というふうになります。１日目３人、２日目２人とし、１

日目は午前１人、午後２人というふうになろうかと思います。２日目は午前と午後１人ずつという

ふうになろうかと思いますが、そのように扱うことでよろしいでしょうか。 

（「はい」の声あり） 

○中野委員長 それでは、そのように扱うこととさせていただきます。順序については、大会派順

というふうにさせていただきます。場所は、演壇となります。 

 それでは、（６）大綱質疑についてでございます。この大綱質疑については、予算等審査特別委

員会付託議案に関わる大綱質疑になりますので、御承知おき願いたいと思います。まず、時期につ

いては、日程のところで確認をさせていただきます。通告につきましても、同じく日程のところで

確認をさせていただきたいと思います。時間は、質疑のみ２５分というふうになります。回数は、

３回以内となります。人数について、各会派及び無所属にお伺いをしていきたいと思います。 

○高橋ひでとし委員（自民会議） ゼロから１人です。 

○塩尻委員（民主連合） ゼロから１人でお願いします。 

○高花委員（公明党） ゼロでお願いいたします。 

○石川厚子委員（共産） １人でお願いします。 

○上野委員（無党派Ｇ） ゼロから１人でお願いします。 

○横山委員外議員（無所属） 希望しません。 

○中野委員長 無所属安田議員からは、ゼロから１人というふうにお伺いをしているところであり

ます。それでは、大綱質疑につきましては、１名から５名というふうになろうかと思います。順序

については、正副議長、議会運営委員会正副委員長立会いの上、抽せんとなります。場所につきま

しては、質疑質問席となりますので御承知おき願いたいと思います。 

 それでは、（７）会期と日程について、まず、正副委員長案を示すことでよろしいでしょうか。 

（「はい」の声あり） 
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○中野委員長 それでは、事務局から日程案を配付させていただきます。 

（日程案配付） 

○中野委員長 まず、２月１３日に告示がされました。開会は２月２０日火曜日、閉会は３月２５

日月曜日、通算３５日間というふうに考えております。２月２０日、本会議を開会し、本会議終了

後、ただいま決定したとおり補正予算等審査特別委員会の開会というふうになります。引き続き、

２１日、２２日に補正予算等特別委員会を開催し、質疑を行い、２２日に取りまとめという運びに

なります。２月２６日の本会議において、補正予算等の審議、また、市政方針、教育行政方針、新

年度予算等の提案説明を受けることになります。その後、２７日正午に代表質問の通告締切り、２

８日正午に大綱質疑の通告締切り、２９日正午に予算等審査特別委員会正副委員長の届出というふ

うになります。３月１日に代表質問１日目、土日は休会し、２日目の代表質問を３月４日月曜日、

そして、３月５日に大綱質疑、その後、予算等審査特別委員会及び２分科会の設置になるかという

ふうに思います。６日、７日の２日間を休会しまして、８日金曜日に予算等審査特別委員会分科会

での質疑が始まるというふうになります。その後、１５日まで分科会を開催し、土日を挟んで、分

科会の最終日が３月１８日となります。２１日は、予算等審査特別委員会の総括質疑及び取りまと

めというふうになります。２２日は事務整理日、２５日に本会議を開いて、閉会というふうになり

ます。また、今回の大綱質疑については、ただいま皆様から聞き取りをしたとおり、５名というふ

うになりました。従来、大綱質疑の日程は２日間設けているところではございますが、１日間で消

化できる人数かなというふうに思っていることと、今回の補正予算等審査特別委員会からインター

ネット中継が始まるところであり、分科会についてもインターネット中継がいよいよ始まるところ

でございます。十分な準備期間を設ける必要があるというふうに思っており、また、質疑時間につ

いてもしっかりと消化していく必要があろうかというふうに思っております。従来、質疑時間が余

って、最終日などで時間調整をして、午前中１人で質疑を終えてしまうというようなこともありま

したので、そういったことについても対応するために、今回は、質疑が始まる分科会の前に２日間

の休会日を設けさせていただいたところでございます。このような日程案でよろしいでしょうか。 

（「はい」の声あり） 

○中野委員長 それでは、そのように扱うこととさせていただきたいと思います。 

 それでは、協議事項の２その他であります。 

 （１）令和６年度議会費予算についてであります。今定例会に提出されている議会費に係る予算

について、事務局から説明させたいと思います。 

○酒井議会事務局長 今定例会に、議会費の令和６年度当初予算案が提出されておりますので、概

要について説明をいたしたいと思います。本日、資料を配付しておりますので御覧いただきたいと

思います。 

 内容といたしましては、資料の令和６年度議会費予算総括表にありますように、議会費総体で令

和５年度と比較し９万１千円減の４億６千６１２万５千円を計上しており、前年度比９９．９８％

と、ほぼ同額の予算案となっております。主な増減要素ですが、まず、経常費では、管理費の報酬

で、議員報酬の月額及び期末手当の支給割合の増等により１千１６万１千円を増額した一方、共済

費で、市議会議員共済会の負担金率が２．２％引き下げられたことによる４６６万８千円の減、委

託料で、新庁舎議会フロアのインターネット導入委託が完了したことによる減等により４９５万２
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千円の減額がございます。また、運営費では、旅費で、隔年実施しております常任委員会行政視察

の減等により５５０万６千円、需用費で、隔年発行しております市政のあらまし（施設編）の作成

等の減により２４７万５千円を減額しているところであります。次に、臨時費ですが、インターネ

ット議会中継費で、委員会中継の費用の増等により１８９万３千円を増額したところであります。 

 概要の説明は以上でございます。 

○中野委員長 ただいま、事務局長から説明がございました。説明のとおりとなっておりますので、

御承知おき願いたいというふうに思います。 

 次に、（２）本会議における退席についてでございます。本会議において退席する場合、旧議場

では、つい立て裏で待機することとしていたところでございますが、新議場は旧議場よりも議員席

からつい立て裏までの距離が長いことや、議席によっては傍聴席の前を通る必要があることから、

令和５年第４回定例会では暫定的に議員席後方２か所の出入口から退席することとしていたところ

でございます。暫定的運用の結果、特段問題がなかったことから、今後は当該扱いのとおりとして

はどうかというふうに考えているところでございますが、そのとおり扱うことでよろしいでしょう

か。 

（「はい」の声あり） 

○中野委員長 それでは、第１回定例会からそのように扱うこととさせていただきます。なお、そ

の際には、議会事務局職員が待機し、誘導するので、退席時の参考としていただきたいというふう

に思っております。 

 次に、（３）委員会のインターネット中継・配信についてでございます。令和５年６月１５日の

議会運営委員会におきまして、委員会のインターネット中継・配信について、実施する委員会は議

案審査特別委員会、実施時期は委員会室の機材の整備が必要であることから早くて令和６年第１回

定例会からとしていたところでございます。このたび、委員会室の機材の整備が終わったことから、

２月２０日に設置予定の補正予算等審査特別委員会から実施が可能となったのでお知らせをさせて

いただきたいというふうに思います。つきましては、今定例会においては、補正予算等審査特別委

員会及び予算等審査特別委員会におきましてインターネット中継・配信が行われますので、会派所

属の議員に周知願いたいというふうに思います。 

 次に、（４）ペーパーレス会議システムの試行運用についてでございます。このことにつきまし

ては、令和５年１１月１０日の議会運営委員会におきまして、令和５年第４回定例会から試行運用

することとしていたところでございます。今般、理事者側との協議により、配付資料「ペーパーレ

ス会議システムの試行運用について（新旧対照表）」のとおり、ペーパーレス会議システムで配付

する資料の範囲を拡大することとしたいというふうに思っております。なお、今定例会中は紙との

併用でございますが、今後、ペーパーレス化を進めるため、議員各位においては積極的に取組をお

願いしたいというふうに思います。よろしいでしょうか。 

（「はい」の声あり） 

○中野委員長 それでは、（５）新庁舎９階展望フロア「議場展望」についてでございます。本会

議及び特別委員会開会中の９階の展望窓のシャッターの扱いにつきまして、令和５年１１月３０日

の議会運営委員会の時点で判断が保留となっていた会派があったとともに、プラカードなどでアピ

ールしてくる人への対応や撮影への対応についても意見があったところでございます。また、議場
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展望やシャッターが設置された経過についても説明したところでございます。まず、意見のあった

件については、本会議等を行う際に、撮影等を禁止する旨の立て看板を設置したとともに、随時、

議会事務局職員が見回りを行うなどの対応を行っているところでございます。 

 まずは、判断が保留となっている公明党及び無党派Ｇの意見をお伺いしたいというふうに思いま

す。 

○高花委員（公明党） シャッターは、開けたままでよろしいのではないかという判断をいたしま

した。 

○上野委員（無党派Ｇ） 開けたままでよろしいとの結論を出しました。 

○中野委員長 それでは、無所属安田議員からも、開けたままの対応でいいというふうにお伺いを

しておりますので、全会一致というふうになりました。つきましては、シャッターは開けたままと

いう対応をさせていただきたいと思います。なお、プラカードなどでアピールする行為などがあっ

た場合は、その際に、議長判断で閉めることができるようにしてはどうかというふうに考えており

ますが、そのような扱いにさせていただいてもよろしいでしょうか。 

（「はい」の声あり） 

○中野委員長 それでは、そのように扱うこととさせていただきたいと思います。 

 それでは、本日予定をしておりました協議事項は全て終了させていただきました。 

 次回の議会運営委員会の招集につきましては、２月２２日木曜日、午前１０時、口頭招集とさせ

ていただきたいと思います。 

 以上で、議会運営委員会を散会させていただきます。 

────────────────────────────────────────────────────── 

散会 午前１１時０４分 


